
 

 

平成３０年８月１６日 

報道機関各位 

 

鳥栖市総合政策課長 鹿毛 晃之 

 

佐賀大学「実践インターンシップ」の開始について 

 

国立大学法人佐賀大学と鳥栖市では、昨年に続き２回目となる「実践イン

ターンシップ」を開始いたしますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．実践インターンシップについて 

平成２９年度に佐賀大学経済学部で開設された授業科目であり、単位制

のインターンシップ。同大学学生の鳥栖市への研修機会を創出し、大卒者

等の地元就職率の向上と地域産業の振興による雇用の拡大・創出を図り、

地方創生の推進に寄与することを目的とする。 

今年度は、昨年度の「職場体験・理解型インターンシップ」から変更し、

企業・団体が実際に抱えている課題をテーマに数人のグループで解決策の

検討と提案を行う「課題解決型インターンシップ」として実施する。 

 

２．実践インターンシップの期間 

平成３０年８月２０日（月）～２４日（金）の５日間 

 

３．実施内容等について 

  別紙のとおり 

 

（担当）総合政策課政策推進係 有馬 
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